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事 業 委 員 会 

 

日   時 令和６年６月１１日（火） 午前１０時～午前１１時４０分 

場   所 役場３階 第二委員会室 

 

出席委員 道工委員長、出口副委員長、大里、松尾、坂原、奥野、谷崎、竹原 

 

傍聴議員 瀧見、早川、谷地 

 

出席理事者 田代町長、中口副町長、上田副町長、古橋教育長 

川端まちづくり戦略室長兼町長公室長、西総務部長会計管理者 

内山財政改革部長、奥都市整備部長、、寺田企画政策推進監 

新堀まちづくり戦略室理事（企画地方創生担当）、谷総務部理事 

兼財政改革部理事、小坂都市整備部理事（土木担当）兼土木課長 

佐々木都市整備部理事、吉田都市整備部理事（産業観光促進担当） 

奥田下水道事業理事、新保都市整備部副理事、山口二国推進課長 

藤井建築課長、竹田産業観光促進課長 

 

       

事 務 局 増田事務局長 

 

案   件 

      １．付託案件について 

      ２．第二阪和国道複線化について 

      ３．特別委員会の設置について 

      ４．その他 
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（午前１０時００分 開会） 

道工委員長 皆さんおはようございます。ただいまから事業委員会を開会いたします。本

日の出席委員は８名全員でございます。理事者については、関係者の出席を求め

ております。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立いたしました。 

これより事業委員会議を開きます。 

なお、傍聴の方の入場をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。

また、携帯電話はマナーモードに設定をお願いいたします。また、理事者からの

報告事項がありますので、委員会終了後、引き続き協議会を開会しますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

それでは、６月６日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案１件

の審査を行います。 

これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いい

たします。 

また、理事者の発言は、所属部署と氏名を言ってからお願いをいたします。 

議案第５８号 令和６年度岬町一般会計補正予算（第３次）について本委員会

に付託された案件を議題とします。本委員会に提案されておりますので、担当課

から説明を求めます。 

小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。委員会資料の１ページをご参照ください。

令和６年度、岬町一般会計補正予算（第３次）のうち、事業委員会に付託されま

した予算についてご説明いたします。 

まず、歳入予算からご説明させていただきます。２０繰入金、２特別会計繰入

金、多奈川財産区特別会計繰入金としまして８８万円を増額補正計上するもので

す。内容としましては、河川水路改修事業費に充当するものです。 

なお、詳細につきましては、後ほど歳出でご説明させていただきます。 

以上、当委員会付託分、歳入合計としまして８８万円を増額補正計上するもの

です。 

続きまして、歳出予算としましては、委員会資料１ページと合わせて２ページ
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の箇所図をご参照ください。８土木費、３河川費、河川水路改修事業費としまし

て８８万円を増額補正計上するものです。工事箇所は、多奈川地区の西川と東川

の合流地点付近にある平野排水ポンプ場になります。 

なお工事内容は通報装置の取り替えになります。このポンプ場は、西川や東川

の水位が上昇した際に平野水路へ水が逆流し浸水することを防ぐために、自動で

水門が閉まり内水がたまれば自動でポンプが運転し雨水を排出するもので、水門

やポンプが動作したときや、故障が生じたときは、自動通報装置により点検業者

並びに町職員の携帯電話に連絡が入りますが、この通報装置が故障しており、故

障内容としては、電話による通報は入るものの操作が一切できないため、通報先

設定の変更や現地での通報装置の試験もできない状況です。 

また、メーカーにも確認したところ、製品が古く、修理部品もない状況であり、

今後、電話による通報も故障する可能性も高いため、台風等による大雨や、高潮

などの異常気象に対処するためにも新しい通報装置に取り替えするものです。 

以上、当委員会付託分、歳出合計といたしまして８８万円を増額補正計上する

ものです。 

道工委員長 ありがとうございます。ただいまの説明に対して質疑ございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 今、説明を受けましたが、ポンプ場のポンプ修理のことですけれど、通報装置

の故障ということですけれども、それは取り替えするということですが、ここの

ポンプ場と同じような通報装置を備えたポンプというのは町内にほかにもあるの

でしょうか。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

坂原議員のご質問にお答えいたします。 

通報装置を備えたポンプ場が他にあるかというご質問なんですけれども、こちら

の平野ポンプ場だけが自動で水門が閉まるようなポンプ場になっておりまして、

そのため通報装置があるのはここのポンプ場だけになります。 

道工委員長 坂原委員。 

坂原委員 分かりました。その通報装置が故障して、それは本来自動でその水門も開け閉

めできるということですけれど、その水門というのは西川と東川の両方の水門と
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いうことになるんですか。その水門はどこになるんでしょうか。お願いします。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 整備部の小坂です。ご質問にお答えします。 

水門の場所なんですけれどもこの２ページの地図を見ていただきましたら、黒

丸がついてるところです。こちらが平野ポンプ場になりまして、ここの水路が上

流から北側へ向かって最後は東川と西川の合流口に水路は出ております。ゲート

はこの黒丸のところにありまして、ここで水路を仕切ることによって内水が逆流

しないような構造になっております。 

道工委員長 松尾委員。 

松尾委員 この通報装置ですけれども、壊れた要因というのが分かったら教えていただき

たいと思います。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

松尾議員のご質問にお答えいたします。 

壊れた要因ですが、もう設置からこの通報装置が２０１１年３月に設置されて

おりまして、設置から１３年経過しております。電気製品なのでなかなか１０年ぐ

らい超えてくると故障が増えまして、今回もう修理部品もないということなので更

新することにしました。 

道工委員長 松尾委員。 

松尾委員 通報装置が壊れると、なかなか発見というのが遅れると思うんですけれど、な

ぜ分かったのかというのがあるんですけれど、教えていただけますか。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

松尾議員のご質問にお答えいたします。 

発見した理由ですが、こちらは、点検業者によって毎月点検しておりまして、その

際に通報装置が壊れている。現場で何の操作もできないというのが分かりました。 

ただ、今の設定自身は生きているので、今は連絡は入るのですが、もう何も現場

でも操作もできませんし、例えば、担当者が変わったので電話番号の連絡先を変えた

いとなっても、もう何も操作できない状況になっておりまして、もう、いつ本当に通

報装置自身も壊れ、通報もこなくなる恐れもありましたので、今回、更新させてもら
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う次第です。 

道工委員長 よろしいですか。 

奥野委員。 

奥野委員 今回、排水のポンプも兼ねてということのようですが、満潮時と重なったとき

内水の排水も考えたポンプということですが、この予算のポンプで十分な内水排

水ができるのかどうか。ただ、結構、多奈川小学校の前辺りの水路から大量に流

れてくると思うのですが、そのあたりこれでいけるんでしょうか。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部課の小坂です。 

奥野議員のご質問にお答えいたします。 

まずこちらのポンプ場につきましては、ポンプが２基設置されておりまして、

３５０ミリ、３５センチの口径のポンプが設置されております。吐き出し量とし

ましては、１分間当たり約１６㎥吐くのですけれども、今まではポンプの能力が

足らずにあふれたという事例はありませんが、やっぱりゲリラ豪雨等で長時間降

ったらその可能性はないことはないですけれども、今のところはあふれたという

事例はございません。 

道工委員長 他にございませんか。 

大里委員。 

大里委員 今、言っていたのですが、ここ最近、大雨が多くて、このポンプは、ここ数年

何回か稼働はしているのですか。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

大里委員のご質問にお答えいたします。 

こちらのポンプは台風の大雨のときにはゲートが閉まって逆流してこないように

なっていますので、昨年度も何度か稼働はしております。 

道工委員長 出口副委員長。 

出口副委員長 今、ポンプ場の話が出ましたので、関連でお願いしたいと思います。今、

岬町内では、ポンプ場は何か所設置されておりますか。お伺いしたいと思います。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 
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出口委員のご質問にお答えいたします。 

岬町内で水のポンプとしては７か所設置されておりまして、設置場所としまし

ては、深日の北出地区、それと北出排水路、南出地区、兵庫地区、多奈川の落合

地区で今回の平野と地海ポンプ場の計７か所になります。 

道工委員長 出口副委員長。 

出口副委員長 今、７か所ポンプ場が設置されているということをお聞きしました。その

中で、実は深日の兵庫地区ですね。これも実は、ずっと兵庫地区の元区長さんが

台風時とか、満潮時にポンプの稼働の作業をしてもらっておったんですけれども、

その方が亡くなって今業者の方が管理をしているということなのですけれども、

住民の方々から深夜の場合の対応策はちゃんとできるかどうかなという話が出て

いますので、その対応策をお聞きしたいと思います。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

出口委員のご質問にお答えいたします。 

深日の兵庫地区のポンプ場ですけれども、出口委員がおっしゃったとおり、長

い間、管理いただいていた方がお亡くなりになられたのですけれども、後任を探

しまして、今、兵庫ポンプ場のお隣の方が、もう熱心に、台風のときでも、夜中

でも、しっかり管理をしていただいております。 

道工委員長 出口副委員長。 

出口副委員長 今、そうしたら、地区の方が、管理してないということですね。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

   出口委員のご質問にお答えいたします。 

管理しています。 

出口副委員長 そうですか。ポンプ場は管理されている。そうしたら、地区の方でもある

方の名前も分かっていますけれども、亡くなったので、業者に委託されていると

いうふうにおっしゃる方もおられましたので、その確認をさせてもらいました。 

道工委員長 他にございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

道工委員長 ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

道工委員長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。議案第５８号について、原案のとおり可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

道工委員長 満場一致であります。 

よって議案第５８号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案１件については、議了いたしました。 

続いて、案件２、第二阪和国道複線化についてを議題とします。 

７月１９日に第二阪和国道複線化連絡協議会が開催されることになりましたの

で、所管委員会である当委員会において、今般、改めて今までの事業の沿革等に

ついて再確認を含め、協議会事務局から説明を受けたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。モニターの設定を行いますので、しばらくお待ちくださ

い。 

道工委員長 山口課長。 

山口二国推進課長 都市整備部二国推進課の山口です。 

第二阪和国道複線化に関する事業の経緯と議会の取組および要望活動の沿革に

ついてご説明いたします。モニターをご覧ください。 

初めに、事業経緯についてご説明いたします。昭和６２年度に岬町域、阪南市

域、和歌山市域が都市計画決定され、昭和６３年度に阪南市自然田から岬町淡輪、

和歌山市大谷から本寺町までの区域が４車線道路として事業化されました。 

続いて、平成１７年度に岬町淡輪から深日までの区域が事業化されました。さ

らに平成１９年度に岬町深日から和歌山市大谷までの区域が事業化され、最後に、

平成２９年４月１日に第二国道は全線開通いたしました。昭和６３年に４車線道

路として都市計画決定されていることから、現在は暫定２車線での供用となって

おります。 

以上が事業経緯のご説明でございます。 

次に、第二阪和国道の整備状況をご説明いたします。平成１５年４月２日にこ

ちらの黄色の箇所である和歌山北バイパスが４車線供用されました。 

次に、平成１５年４月１９日に赤色の箇所の阪南市自然田から阪南市箱作ラン
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プが暫定２車線供用されました。次に平成１６年６月１９日に水色の箇所の箱作

りランプから箱ノ浦ランプが暫定２車線供用され、続いて平成２３年３月２６日

に緑色の箇所の箱ノ浦ランプから淡輪ランプが暫定２車線供用され、さらに続い

て平成２７年９月１２日にオレンジ色の箇所の和歌山市平井ランプから、和歌山

市大谷ランプが暫定２車線供用され、最後に、平成２９年４月１日に紫色の箇所

である淡輪ランプから平井ランプが暫定２車線供用となっております。 

続いて、道路の標準的な構造についてご説明いたします。 

標準断面図をご覧ください。左から順に、トンネル部、土工部、高架部の構造

となっております。現在の道路の暫定供用時、総幅員は１０.５メートルであり、

トンネル部分を除いた４車線化後の道路の全幅は２０.５メートルとなる予定と

伺っております。 

また、計画の４車線化のうち、将来整備される道路については下線の表示され

ている位置となります。大阪府方面より順に、阪南市自然田らから石田ランプま

では道路の南東側に、石田ランプから箱ノ浦ランプまでは道路の北西側、箱ノ浦

ランプから和歌山市大谷までは道路の南東側にそれぞれ整備される計画となって

おります。 

以上が第二阪和国道の整備計画についてのご説明でございます。 

続きまして、議会の取組についてご説明いたします。 

第二阪和国道は大阪と和歌山を結ぶ幹線道路であり、国道２６号の慢性的な交

通渋滞やそれによる都市機能の低下を解消することを目的とした約５３キロメー

トルの道路です。昭和３８年に事業化した堺市堺区翁橋町から阪南市自然田の約

３２.８キロメートル区間は、昭和５８年までに４から６車線で完成供用されて

おります。その後の交通量の増加に伴い、阪南市自然田以南の延伸を実現するた

め、議会を中心とした様々な取組が行われてきました。 

以上の整備に当たっての議会の取組といたしましては、国道２６号線交通渋滞

の緩和と岬町の発展、とりわけ重要課題である第二阪和国道の早期延伸実現のた

めに必要な調査と審査を行い、国、府に対しその実現を積極的に働きかけること

を目的として昭和５８年９月２９日に「第二阪和国道延伸特別委員会」が設立さ

れております。 

続いて、昭和６３年５月１０日には第二阪和国道の早期建設を促進するため、
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「第二阪和国道建設促進特別委員会」が設立され、さらに令和２年５月１２日に

第二阪和国道複線化促進を目的として、「第二阪和国道複線化促進委員会」が設

立され、延伸および複線化に向けての活動が行われております。 

以上が議会の取組のご説明でございます。 

次に、陳情活動の沿革についてご説明いたします。 

昭和５８年１１月１７日に広域的見地から諸所の情報交換および連絡調整を行

い、第二阪和国道の阪南市岬町への早期延伸を図ることを目的とした阪南市岬町

第二阪和国道延伸連絡協議会が設立され、第二阪和国道延伸に係る関係省庁への

要望活動を実施いたしました。さらに平成１６年７月１２日に第二阪和国道延伸

の早期実現を図り、沿線住民の交流を深めるとともに、地域間の産業経済の発展

に寄与することを目的とした和歌山市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会が設立さ

れ、関係省庁への要望活動を実施してまいりました。 

そして、平成２９年４月１日に第二阪和国道が暫定２車線で開通したことによ

って、和歌山市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会は、平成２９年６月２６日解散

し、阪南市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会は、平成２９年９月２０日解散した

後に、引き続き和歌山市阪南市岬町の２市１町の議会議員および各市町の首長を

委員として、国および国会議員並びに大阪府に対して、第二阪和国道複線化の要

望化を行うことを目的として、新たに第二阪和国道複線化連絡協議会が平成３０

年８月２８日に設立されました。 

要望活動については、まず大阪陳情といたしまして、近畿地方整備局では、局

長、道路部長等に、大阪府都市整備部では、大阪府知事をはじめ大阪整備部長等

への要望活動を行い、また東京陳情といたしまして、国土交通省では大臣、政務

官、国土交通省道路部局等に、また、衆議院会館、参議院会館では、国会議員へ

の複線化に向けての要望活動を続けております。 

以上が第二阪和国道の複線化に関する事業の経緯と議会の取組および要望活動

の沿革についてのご説明でございます。 

道工委員長 第二阪和国道の複線化についての沿革なり、全委員再確認をしていただいた

と思いますが、ただいまの報告に対して質疑等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

道工委員長 ないようですので、次に、案件３、特別委員会の設置についてを議題といた
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します。 

この件については、先般、４月９日に開催しました臨時の事業委員会において

協議しましたが、継続審議となりましたので、本日改めて協議をしていただくも

のであります。そのときの経過等、皆さんも多分まだ頭に残っていると思います

ので、そういうことも含めてこの特別委員会の必要性の問題について、もう少し

私からご説明をさせていただきたいと思います。 

長い歴史のこの要望活動をやるについて、各市町、特に今、和歌山市からもよ

く言われるんですが、昨年度に特別委員会も解散したということもあって、岬町

は位置付どうなっているのかというような話も実はございました。中身は一つも

変わっておりませんが、特に今年、岬町が当番町ということで竹原議長がこの連

絡協議会の会長ということになっております。 

そして、その中で特に阪和道の建設の経過といいますか、以前、二階代議士に

お会いしたときにも、阪和道がある程度けりがついたら、次、複線化をやってい

こうというお声もいただいておりまして、そのために岬町も頑張ってよというこ

とで話をいただいておりました。阪和道もかなり進んでまいりまして、あとは印

南から南紀田辺までの間の複線化が残っているだけということで、片や紀勢道が

今どんどん串本方面の工事がなされております。 

そういう中でもう一日も早くこの問題についてもっと前へ押していかないかん

という思いを私自身もいたしておりますし、竹原議長も当番ということもござい

ますので、今年１年にかける思いというのがかなり強ございます。 

特に、昨年の大阪府の要望活動をしたときに、大阪府は一体何を考えているの

かなと思うぐらいこれの受け止めが低い。国がいわくは大阪府が応分の負担をし

てくれたら国もやりやすいという話も実はございました。 

そういう中で今年はぜひとも大阪府にこの事業への前向きの力をしっかり出し

てもらえるように、その要望活動の中でかなり田代町長も阪南市長も強く府に要

望をしていただきました。 

阪南市の議長もかなり強く大阪府に要望していて、私もまた、このままでいっ

たら大阪府はどう考えているのかという思いをぶつけさせていただきました。多

分、向こうもかなりきつく感じておられると思います。私も今まで活動させてい

ただいて、あれだけ言わせていただいたのが初めてでございますけれども、全く



 

 

11 

要望書そのものも知事のところに届いてない。これでは全く前にいきませんので、

これからも特別委員会をつくって、和歌山市、阪南市も含めて、やはり力をもう

少し傾注していただくようにこの１年が勝負であると感じておりますので、この

事業を前向きに進める上には特別委員会をもう一度設置して、事業化に向けての

活動を推進していっていただきたいという思いでございます。 

事業委員会でこれをやっていくというのは大変難しい部分もございますので、

やはりその問題についてしっかりと取り組める委員会を設置するとこういうこと

がどうしても必要だというふうに感じておりますので、委員の皆さん方もその辺

をおくみ取りいただいて、特別委員会の設置についてご賛同いただければと考え

ております。 

大まかな説明でございますけれども、ともかく必要性を感じて、あえて皆さん

方に、どうでもいいんであればこのままでもいいんですけれど、やはりこの１年

間でことを成し遂げるように前へ向いていかなければいけないとういう思いでご

ざいますので、一つよろしくご理解をお願いしたいと思います。 

何かこの件についてご質問等、先に竹原委員から説明してください。 

竹原委員 ただいま委員長からお名前いただきまして、令和６年度の二市一町の連絡協議

会において会長となっております。国へ陳情に行く場面もあり、岬町全体一丸と

なって超党派で町の課題を解決するといったことで、一丸となって取り組んでい

くのには、やはり課題がこれだといった特別委員会という形をいただきたいなと

思うところです。 

前回４月にこの臨時の事業委員会をした後も、何度か交通渋滞といいますか、

バイパスの交通事故並びにいろいろな渋滞によって旧国道が混むことが何度かあ

りました。やはり命の道を確保するために、４車線化されていたらそういったこ

とも解消されたのにと思う場面も多々ありまして、過去諸先輩方が今日見させて

いただきましたけれども、取り組んでいただいているこのバイパスを暫定２車線

というよりかはもう４車線完成させるのが、もう私たちの目指すところではない

かなと思っております。 

新たな二国の課題といいますか、現在は、新たなみさき公園がこのような状態

でございますから、あまり影響はないのかなと思いますけれども、これがしっか

りと稼働するようになってきたら、もっともっと渋滞が起こってきて、そして、
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また今後、岬町の生きる道であり、観光産業においても交流人口を増やしていこ

うと思っても道が混むようであれば、やはり一つ岬町にくる足が遠くなると思い

ますのでやはり４車線に向けていろいろ研究していくというんですか、特別委員

会で今後、この人の流れをスムーズに流せるように検討していただきたいという

面もございますので、今回、事業委員長とともに特別委員会の設置をお願いする

立場でございます。よろしくお願いします。 

道工委員長 出口副委員長、意見があれば。 

出口副委員長 先ほど原課のほうから第二阪和国道について、るる説明をいただきました。

そういう中で私も議員を２１年させてもらっております。その中で当初、和歌山

市と岬町は協議会を立ち上げたということで、和歌山市のホテルで大々的に発足

式をしましたけれども、その中でも多分今、２１年前の現場に立ち会った方は、

今は、現町長の田代町長と奥野議員と私の３名しかおらないかなと思うんです。

だからそういう中で本当に和歌山市の議員をはじめ、国会議員、市長が積極的に

前に出ていただいて、どんどんどんどん国の陳情活動にも協力いただきまして、

第二阪和の夢を見ることができたんですけれども、そういう中で現実には非常に

和歌山から阪南市幡代まで交通の便が良くなったんですけれども、ただ複線化が

なっておらないので、やはり朝夕、土日祝日は非常に渋滞をします。先日私も夕

方５時頃に深日ランプから上がって泉佐野へすしを食べに行こうと思って深日ラ

ンプを曲がったらもうずっと渋滞ですわ。その中でこれはいかんなと思って淡輪

ランプで降りまして、道の駅の前の信号を出てまいりますと、もう和歌山阪南線

も渋滞で動きませんわ。そういう中でやはり一番大事な命の道路と言われる第二

阪和国道です。これは複線化をしないことには阪南市の議長もおっしゃっていま

したけれども、やはり救急車が病人を搬送する際に、１秒を争うような事態であ

ったところがなかなか渋滞で搬送できないということがございますので、やはり

複線化を早期に実現していかないと駄目だと思いますので、何とか今、道工委員

長からもお話があったように、大阪府にも私も一緒に陳情に上がりましたけれど

も、担当部長のほうでもなかなか予算の予の字までまだ考えておられないという

ふうに我々はとらまえることができましたと同時に、知事のほうには話が上がっ

ていないというふうな状況ですので、何ぼ我々が頑張ってみても、府のほうで協

力してくれなかったら、国のほうは当然前に進むことができません。そういう中
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でやはりできましたら、早期に複線ができますようにお願いしたいと私は考えま

す。 

道工委員長 松尾委員も陳情に行っていただきました、ちょっと感想をできればお願いし

たいと思います。 

松尾委員 私も今はこの連絡協議会の一員であります。その思い、その複線化への思いと

いうのは皆さんが考えるレベルは違えども、同じ方向を向いていると私は感じて

いるんです。連絡協議会に入られていない方も、岬町民も複線化が必要だと感じ

ておられる方はいらっしゃるし、同じ思いではないんかなと思うんです。思い、

強さも私も人一倍持っているかなと思っています。 

ただ、その問題をちょっと切り分けて考えていかないとあかんのと違うかなと

思うんです。というのは、４月９日の事業委員会で話された内容というのが特別

委員会をつくっていこうという話だったと思うんですけれども、でもその前に考

えていくべき事項というのがまだ課題として結構あったよねというのは一致して

いたと思うんです。その最たるところが、例えば、今は違いますけれども、維新

の会に入られていた府議会議員の土井さんがこの協議会に入ってなくて大阪府、

もうまさに大阪府でのやり取りに必要な方だと私は考えていたけれどもその協議

会の中に入っておられなかった。もっと言うと大阪府で今、政権である維新の会

が政権でありますから、その政権にその精通する方々の協力なしでは、やっぱり

進まないというところはあるんです。谷川代議士か一緒について回って行ってい

ただいたので、国はまあまあいいお返事をいただいたところはあります。 

ただ、大阪府でつまずいているという現状があるということです。これが第二

阪和複線化特別委員会をつくれば、大阪府として分かりましたとなるものかどう

かなんです。この岬町の１町で特別委員会をつくればこの問題が進むのかという

ことだと私は思っているんです。そこではないのではないかなというのは私は感

じています。やらないといけない事というのはやっぱり府に対してのアプローチ

をもっとしていかないといけないのか、もしくは、もっともっとその中身につい

て現状を知ってもらう対応してもらうとか、いろいろな活動内容が重要になって

くるんではないかなと私は思うんです。 

今までは連絡協議会、確かに毎年やられていまして、そして、陳情に行かれて

いたというのはあります。これも年に１回の範囲だったと思うんです。そこをそ
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の特別委員会をつくって同じことをやったとしても、多分、大阪府は同じ対応に

なるような気がするんです。それ以上のなんか対応をしてもらえるように私は感

じられないんです。 

要は、何が問題かというと、何をするかだと思うんです。これからどう何をし

ていくかということが一番重要なのではないかなと思うんです。その上で前回の

４月９日の事業委員会で出た課題というのがまだ解決できていないというか、道

筋も立てていないと思うんです。出た課題に対してどうアプローチしていくかと

いう議論もまだなされてない状況だと思うんです。まずそれを先にしてから、い

ろいろな意見が出た上で、それでは事業委員会でできないよねとなったときに初

めて特別委員会の必要性というのが私は出てくるような気がするんです。だから、

私からするとまだそこまでいってない、議論ができてないのに特別委員会をつく

るというのは、ちょっと議論がずれているような気がするんです。今日、しっか

りお話をできたらいいかなとは思っています。別に特別委員会をつくるなと言っ

ているわけではなくて、特別委員会をつくって、はい、複線化ができますよとい

うのであればつくったらいいと思うんで。だけれども、問題が違うということを

申しておきたいなと思います。 

道工委員長 ほかの人の意見、皆さんにも聞かせてもらおうと思いますので、奥野委員。 

奥野委員 今、松尾議員からもご発言がございましたが、私も４月９日時点でも、お話を

させていただきましたが、今、こういう状態になっている原因は何かということ

が一番大事なことだと思います。 

私も議員を長くやらせていただいて、以前、やはり二市、和歌山阪南と岬で結

構年１回でも総会的なことをして、協議会ですね。海風館の下の会議場で寄って

いろいろと総会も含めて要望活動の協議もどんどんやったような記憶があります。 

ですから、そういう府会議員の先生方も入っていただいて、しっかり府にパイ

プ役を務めていただく。現状は今、事務局任せでここ数年あったと思います。事

務局が書類をつくって持っていくだけのことであったのでこういう原因になって

いるのかなと思います。やはりそこで大阪府には府会議員のパイプが一番大事な

ことであったかなと思いますし、その要望活動にも同席されていないというのを

聞いておりますので、やはりそのあたりをしっかり固めないことには特別委員会

をつくる意味がないように思いますので、松尾議員も言われたようなそこをどう
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進めていく方向が一番大事かなと私も思います。 

道工委員長 大里委員。 

大里委員 松尾議員、奥野議員が言ったように、課題はたくさんあると思うんです。でも

その課題をこの事業委員会の中で話をするんではなしに、特別委員会として、き

っちりその課題を踏まえて、しっかり審議していく。大阪府が受け入れてくれな

いというのは大阪府、そんな困ってないと思うんです。困っているのは岬町であ

り岬町民であり、和歌山市民やと思うんです。その町民の代表である私たちがし

っかり議論する場所を特別委員会としてつくっていっていきたい。そう思います。 

命の道、これ本当に命の道だと思うんです。岬町はやっぱり不便、そういうの

も課題だと思います。自分は、ちょっと北海道にいたんですけれども、北海道の

十勝地方、ごっつい不便な冬道はどうしようもないところやった。それが道東道、

熊しか走られへんと言われた道ができたことによって、緊急時、救急車も走るよ

うになった。住民も冬道を安心して走るようになった。そういうことによって、

十勝人口がごっつい増えているんです。今、人口が増え続けています。そういう

住民の意見を自分たち町議会議員として、一番近くにいる議員がもっと真剣に考

えて、この課題を持って特別委員会に臨みたいと思う意味で特別委員会設置は必

要だと思います。 

道工委員長 坂原委員、お願いします。 

坂原委員 二国の特別委員会をつくるにしろ、今はこの事業委員会で働きを賄っていると

いうことですけれど、いずれにしろ、今、議論すべきは複線化の事業化をいかに

して早めるかということだと思うんです。そのためには何をしたらいいのか、ど

うすればいいのか、そこの議論が今一番必要だと思うんです。特別委員会をつく

るかつくらないかという議論は必要ないと思うんです。まずその議論が先にあっ

て、その上でやっぱり必要やなというので特別委員会をつくると。そういう順番

やと思うんです。それなくして、取りあえず形から入って特別委員会をつくって

何がどう変わるのかと。 

先ほどから特別委員会もつくったほうがいいという意見が幾つかありますけれ

ど、私はその人たちにお聞きしたいんですけれど、特別委員会ができたら何がど

う変わるんですか。特別委員会があるのとないので何がどう変わりますか。でき

たら何がええと思ってそういうふうに提案されていますか。それをお聞きしたい
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んですけれど、どなたか答えられますか。 

道工委員長 ちょっと待ってください。皆さんに聞いて、後でまたまとめて投げさせても

らいます。谷﨑委員。 

谷﨑委員 松尾議員の話にもあったんですけれど、特別委員会を設置するとか、名称の話

ではないと思うんです一つ目として、二つ目として、開通後の取組方針。一旦開

通してしまったと。片側一車線。その辺について企業の言葉で言うと営業企画と

営業政策の失敗だったと思うんです。それは例えば、陳情をしていたのかとか、

どういうところで、府庁に届いてないと言われた後の対応はどうしているのとか、

そういうのが全く見えないので、確かに何かグループをつくってそういうものに

対処していることも必要ですけれども、経験値でいうと、企業としては営業企画

と営業政策の失敗ですね。だから単に委員会の名称を変えてつくるとかするだけ

ではどうかなというところもありますし、我々が見えていないのは、例えば、陳

情はどこまでいっていたんだと。政府は国交省だけにいっていたのか。周辺の環

境とかそういうものもありますし、いろいろなところへであればあれで陳情して

いかないといけないと思うんです。本局の課長以上ぐらいはこういう大きな陳情

というか、紀淡海峡とか関空もそうでしたけれどもそれはちょっと見えてこない

ので、委員会をつくって何をするのかよく分からないし、名称だけでやる気が出

るのかどうかもちょっと分からないとこですね。そういう感覚です。 

道工委員長 皆さんのご意見していただきました。坂原委員からちょっと質問的な意見で

まして、大里委員が手を挙げていただいていますので。 

大里委員 皆さん考え方はやっぱり複線化は必要だと思うんで、本当、卵が先か、ひよこ

が先か。どっちが先かだけれども、ここで事業委員会として、定期的にやってい

くべきか、特別委員会として研究目的、調査目的を一つにしてみんなで一つにな

るべきか。それだけのことやと思うんですよ。だらだら事業委員会でいくよりは

調査目的がはっきりして、研究目的、対象をはっきりしてやっていくべきだと考

えるから賛成意見を述べさせていただきました。 

道工委員長 竹原委員。 

竹原委員 岬町が会長ですけれども、岬町としてやはり他市、阪南市とか和歌山市だけで

はなくて、やはり注目されている中でほかの自治体にも分かるように、岬町の課

題というのは、やはり二国の複線化、命の道を確保せなあかんというのが岬町の
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課題なのだなというふうに認識してもらうというのも大事なことかなと。その委

員会をまずつくった中で、先ほども申しましたが、今後のまちづくり交流人口増

加に向けて、そしてまた、人口減を止めるための政策を道が課題であると、内外

にアピールするためにも、第二阪和国道複線化特別委員会という冠というのはい

ただきたいと思っております。 

道工委員長 皆さんのご意見を聞かせていただきました。私も先ほど申し上げたように、

岬町の置かれている立場というのか、特に複線化については、用地買収は全部で

きているんです。あと一番距離的にも長い岬町がしっかりやらなければこの事業

はなかなか前にいかない。もちろん大阪府や国にも要望活動はしっかりとやって

います。ほったらかしでやっているわけではないし、昨年度は大阪府の要望に府

会議員が同席しなかったというのは、これは阪南市が当番で、阪南市が要請をし

なかったと、それまではずっと府会議員さんは行ってくれています。ですから、

その辺のこととかいろいろ考えていったときに、やっぱりもう少しアクションの

強いものをやっていかないかん。私はそういう意味では、この事業委員会でやる

こと自身が肩の荷が重いという思いをしています。私はもうこれを引き続いて事

業委員会でやるのであれば事業委員長をおろしてほしい。これ本当にやってきた

ものでなかったら、この気持ち、向こうでの現場でのやり取りのこととか、なか

なか皆さん方に１００％お伝えすることはできない。しかし、その中で、なかな

か難しい。それだけに、これからこの１年間、岬町が当番町で会長だからしっか

りとやってもらわないかんという思いの中で、特別委員会を立ち上げて、そこで

先ほど大里委員もおっしゃっていましたけれども、その中で私は十分協議をやっ

ていける。このことに一つについてしっかりとやっていけば、もうちょっとトン

ネルの先の明かりが見えてくるん違うかなという思いもしています。そういう意

味で皆さん方にお願いしているわけであって、どうしてもつくらないかんという

問題かどうかそれも皆さん方にご判断いただければいいと思うんですけれど、賛

否両論あると思います。私も最終的には、採決をさせていただいて、やるかやら

ないか決めさせていただきたい。 

松尾委員。 

松尾委員 今、竹原委員が意見を言われたと思うんですけれども、どうも意見がなんかう

まくかみ合っていないような気がするんです。というのは、つくる前提でいくと
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いうほうと、そうではなくてもっと考えていこうよというほうとちょっと意見が

かみ合ってないような気がするんです。できたら、例えば特別委員会をつくって、

何をやっていくのかというのと、そもそも私が伝えていることはどうやって今ま

でやってきたのか、やっていくのかというのもちょっと答えていただきたいとい

うのがあります。例えば、谷﨑委員もおっしゃったことについては、例えば、道

工委員がいらっしゃらなくて、もっともっと要望活動に行くんだったら、前さば

きも必要だったし、その後のフォローもどんな動きをしたかというのが見えてい

ないというところがありました。そのときに今会長でいらっしゃる竹原委員も、

前回も副会長という立場でしたよね。であれば、その谷﨑委員の言われたことの

その前後でのアクションを取られたのかどうかというのはまずお聞きしたいなと。

どんな動きをされたのか。したか、されたか、その内容をお聞きしたいなと思い

ます。いかがですか。 

道工委員長 竹原委員。 

竹原委員 私は前回会長だった阪南市の畑中議長に思いを引き継ぐ会をしてくれというこ

とで、局長とともに阪南市の畑中議長、そして、岡副議長に面談させていただき

資料だけではなくてその思いというのを引き継いでまいりました。そして、同じ

く別日になりますが、和歌山市にも訪ねまして、古川議員、奥山議員を訪ねまし

てこういったことを今後進めていきますので、私は、次の会長になりますので、

７月の委員会におきまして活発な議論をしてほしいということでお願いをしてま

いりました。 

そして、水野市長にもお会いいたしまして、今回、市長の働き、畑中議長と水

野市長で進めていただいたことに関してお礼を言ったのとともに、土井府議会議

員にも参加させるべきだったよねというお話もさせていただきました。そして、

土井府議会議員には直接、次は来ないとあかんよということで大阪の陳情へ行く

折には、必ずついていくと、市として前さばきもさせていただくといった確約は

取らせていただいております。そういうような活動はさせてもらっています。 

道工委員長 ありがとうございます。まだありますか。松尾委員。 

松尾委員 これは会長として当然やるべきことだと思うんです。要は、こちら側として府

へ、そして、国へ陳情しに行くためのこちら側の体制づくりということでしっか

りと連携を取っていくという意味で連絡はするというのは大事だと思うんです。



 

 

19 

あと必要なのはやっぱり４月９日に出たときの意見が多分重要だと思うんです。

要は、やるべき方がしっかりと何かをすべきだと思うんです。それは出口副委員

長からも意見が出たと思うんです。それがなされているかどうかなんです。私は

この土井府議へのことなんて次の日にも電話していましたよ、私自身もね。なん

でいらっしゃらなかったのということですぐ電話しましたよ。それは当たり前の

ことで、やっぱり会長として、例えば、前さばきができるんであれば府に対して

とか、あと土井府議とかに対しても、土井府議なんか特に近い存在でいらっしゃ

るんであれば、特にそんな活動を私たちは期待するわけです。それがなかった。

だから結果が当然だと思うんです。大阪府の塩対応というのは、そのあたりです。

やっぱり内容、やるべきことが何かというのをしっかりとできてないからこうな

っていると、私はそのときも伝えましたし、そのときも出口副委員長も言ってい

ただいています。 

まず、そこもそうですし、それこそ特別委員会でなくても、この事業委員会で

もできる話ですよね。そういう話というのは調査研究でもできる話です。それ以

上に例えば、特別委員会でないとあかんという理由を私は聞きたいんですよ。納

得させていただけるような理由が欲しいなって私は思うんです。いかがですか、

皆さん。 

道工委員長 松尾議員、あなたがおっしゃることも分からないことはないんです。反対に

裏を返せば、特別委員会でなぜこの問題を取り上げていろいろなことを精査でき

ないのかと。特別委員会をつくってやっていけばいい話だと。僕は先ほど申し上

げたように、事業委員会では荷が重過ぎる。私はそう感じています。 

ですから、特別委員会をつくってもらって、特別委員会はこのメンバー全て特

別委員ということはないんですよ。特別委員会はまた構成メンバーを考えていた

だいて私は精通した方々にもっとやってもらう、いろんなつながりのある方に私

はやっていただいたほうがいいのと違うかなという思いで申し上げているんであ

って、どうしてもつくらなあかんという問題かどうかそれは皆さんが判断それぞ

れ違うと思います。 

我々議会でいろいろ協議していますけれども、坂原委員。 

坂原委員 二国の特別委員会を廃止するときに、その分は事業委員会が引き継ごうという

テーマをやりました。だから、この事業委員会でこの二国の件に関しては議論せ
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なあかんはずなんです。それが今までされてきてなかったんですよね。特別委員

会やったら議論するけれど、ここではできへんというのはないと思うんです。こ

の場でも。だから、さっき言いましたけれど、特別委員会をつくるかどうかとい

う議論よりも先にその事業化されるなど何をしたらいいか、どういう行動したら

いいのかいうことを先に議論せなあかんと思うんです、この委員会で。それをな

くしてどうやってその事業を進めていくのかなと思うんですけれど、ちょっとこ

れは再確認ですけれど、今まで二国の特別委員会の時も、要はやっているその活

動の一番大きなことが陳情活動です。東京と大阪でこの陳情活動をやるのは特別

委員会と違いますやんか。協議会で行っているわけでしょ。協議会で陳情をやっ

ているんだから別に陳情することについては特別委員があってもなかってもやっ

ているわけやから、そこに何でまた特別委員会が要るんかと思うわけですよ。特

別委員会をつくって議論やったらいいというのは、どんな議論をするということ

ですか。それはここでやったらいいのと違いますか。事業委員会には荷が重過ぎ

るって、我々は荷が重いも何もまだ全く議論もしてないからそこまで感じていま

せん。仮に特別委員会をつくるとしてそこでどんな議論をされるんですか。それ

をまず教えてもらいたいです。どうしても必要だというんだったらね。 

道工委員長 それは先ほどから言っているように、やっぱり大阪府や国への要望活動の中

身の問題は十分練っていかないといかなあかんだろうし、和歌山市と阪南市との

調整ももうちょっときちんとやらんと。もう正直申し上げて事務局任せのような

ことではいかん。こうやって委員会をつくって、またそれぞれの常任委員会でや

っている。そういう中で物事を進めようと思えば、もう少し精査をしていく必要

がある。坂原委員が言っている話は十分理解できます。 

ただ、もう岬町は特別委員会をなくしてしまって、もうトーンが下がってしま

ったなと。これが一番こたえたんですわ。和歌山市からも言われましたよ。それ

がやはりもうちょっと我々の内部的に、特に二市一町で協議を進めていかないと

いかんなという思いを特に私はそこでしたんでそれを進めるについてはやはり

我々としても、もう一度原点に返って特別委員会をつくって、こうやって一生懸

命協議してるんやという姿をやはり見せることも大事かなという思いは私はして

ます。 

坂原委員。 
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坂原委員 特別委員会をつくって見せるというよりも、実際に我々がどんな議論をやって

いるのかいうことが大事だと思うんです。特別委員会をつくったから別にその事

業を進むわけではないでしょう。事業化決定するためのプロセスはどうなってい

るのか、これはもう最終言うたら、ぶっちゃけ言うたら、政治判断ですやんか、

そんなん。そのために我々政治家が陳情に行っているわけでしょ。またそれも政

治家の陳情もパイプがより太ければ太いほどそれはいいわけですやんか。そのパ

イプを太くしようとすればいいというのに、今回、大阪府もできていなかったと

いう反省点があるんやから、要はそこからの出発と違いますか。二国の特別委員

会がなかったから今回は反応が悪かったんではないと思いますよ。その政治家と

してのそのアプローチの仕方がまずかったからこうなったわけでしょう。そこを

まず反省せんと、形から入ってもしゃあないですよ。何も変わらんですよそんな

ん。何の意味がありますかそんなこと。なんかこれ無駄な議論している気がして

しゃあないんですけれどね私も。なんでこんなつくらなあかん、つくるだけでこ

んな議論しなきゃいけませんか。そんなことにも、どうやって進めていこうかっ

ていう議論のほうがよっぽど大事ですよ。 

道工委員長 坂原委員。 

坂原委員 私は発言中です。 

道工委員長 無駄な議員議論ではないです。 

坂原委員 発言中です。 

道工委員長 分かっていますよ。 

坂原委員 分かってないやろう、委員長。 

道工委員長 無駄な議論というから、指摘しているわけや。 

坂原委員 無駄な議論やんか。こんなもん。口論と違うんやから、順番を待ってから発言

しませんか、委員長。 

道工委員長 進めてください、どうぞ。 

坂原委員 進めるのはそっちですよ。もっと公正な委員会運営をやってくれますか。何を

委員長自ら、感情的になって興奮してますんや。 

道工委員長 感情的になってませんよ。無駄な議論と言っているからは私は指摘したんで

す。 

坂原委員 私の感じたことを言っているんですよ。 
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道工委員長 それはそれでよろしかったら。 

坂原委員 よろしいも何も私の意見ですやんか。そういう状態だから、なんで無理やりそ

もそもこんなんが入ってきてんのかなと思って。それから、そもそもおかしい話

です。誰がこんなん言うたか知らんけれど、誰も何も我々も言っていないのに、

どからこんなもう一遍、二国の特別委員会をつくろうってどこから湧いてきたの

かと思いますわ。そやから余計に反発あるんですよ。 

道工委員長 それぞれ意見は当然あって当たり前の話ですから、それはそれで我々も謙虚

に受けないかん部分もございます。ただやはり前向いていかないかん、これはど

んな状況であろうとも必要だと思いますので、一度できれば理事者の立場で、町

長も一緒にずっと東京や大阪府に行っていただいていますから。 

坂原委員 今の話について、発言してよろしいですか、特別委員会は議会でつくる話です

よ。 

道工委員長 いやもちろんです。分かっていますよ。 

坂原委員 だから議員が先にそれを議論して話を進めなあかんのと違いますか。 

道工委員長 ただ、ある程度今も議論させていただいて、皆さんの意見を聞かせてもらっ

たので、理事者として今までずっと行っていただいていて、理事者の考え方をど

うですかと私は聞かせていただきたかった。聞いて悪いんですか。 

坂原委員 悪くないけど、先に議員と議論すべきですわ。 

道工委員長 だから今議論してますやんか。 

坂原委員 全然進んでいません。 

道工委員長 進む進まんは、それはそれぞれの考え方があるから前に進めないのであって。 

坂原委員 それをまとめるのが委員長でしょう。 

道工委員長 そんなこと言われるんなら委員長はしてられへんがな。いろいろなやり方あ

るんやから、理事者の意見も聞かせてもらって、理事者が必要ないと町長でやる

んやったらそれでもう終わってもうたらええ話やだけれど、議会でやってるんや

から、議会としてのとらまえ方をしっかりと我々もやらないかんから、町長の意

見を一度聞きたいなと思って町長の発言を求めていいですか。 

田代町長。 

田代町長 町長の田代です。 

議会の特別委員会設置についてですので、行政がそこへとやかく言う問題はな
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いかと思いますけれども、あえて行政側の立場として意見を述べるということな

らお話をさせていただきたい。それで、委員の皆さんよかったらさせていただき

たいと思います。 

先ほど出口副委員長から話のあったとおり、当時昭和６２年に都市計画をうっ

たとき、ちょうど私は議員になったときだったと思います。それから、過去ずっ

ときましたんですけれども、この第二阪和の建設については、和歌山市は当初か

ら入って、和歌山市、岬町、阪南市という形でできたのは、議会主導でやってい

こうと。そして、超党派で、党派関係なしでやっていこうというのが趣旨であっ

たかなという記憶があります。 

当時は、ルート変更の問題も起きていましたし、いろんな中で、泉佐野市の樫

井のあの辺で止まっていたという状況もありまして、ちょうど複雑な問題がたく

さんあったかなと思います。そんな中でやはり国への陳情はあくまで議会として

やっていこうということで、行政はサブとして副について事務の仕事をするよう

にということで、各市町が調整をして、議会主導でこの複線化前まではきたと思

います。そのときにあくまで複線化という４車線ということで主張してきたんで

すけれども、なかなか国が難しくて取りあえず暫定２車線でやってくれという要

望であったかな。間違っていたら出口副委員長、フォローしていただきたいんで

すが、そのためには行政主導ではやっぱり問題があるのと違うかという。つまり

行政同士でやっていくのは弱いんとちゃうかと。あるいは、政治力を使ってやっ

ておくほうがいいのではないかというのは、当時の中山先生からの提案があった

かなというような記憶がございます。 

それで府会議員も町議会議員も全て国会議員も入って超党派でスタートしたと

いうのが現状であります。それで今、岬町の特別委員会の設置については岬町の

第二阪和の課題。こういった問題は特別委員会がなくても、いろいろ議論はでき

るのかなと私は思っています。 

しかし、国への陳情はやっぱりお互いに２市１町でそういう約束事といったそ

ういうのを立ち上げてそれでお互いにやっていかないと直轄負担金が要るんです

よ。大阪府がある程度のお金をつけてくれないと国は絶対できないというのがあ

りますし、大阪府としたらやはり工事のめどがつかないとつけつけられないとい

うのがあってやはり大阪府と国とのつながり、そして、各市町の連携が必要であ



 

 

24 

ったかなという思いがあります。 

当時、これはちょっと話が長くなって申し訳ないんですけれども、一番議会主

導でやってよかったなというのを私もその当時、議員として感じたのは、この第

二阪和を和歌山市まで陳情活動を行ったときに、国のほうで言われたのが、こん

な第二阪和の付け足し道路は、いつまでたってももう岬町まで行かないよと、そ

の当時言われたのは和歌山の通称漬物屋の息子と我々が呼んだ、谷口技監を覚え

てはると思いますけれど、谷口技監からこのままやったら絶対つきませんよとい

うことから、じゃあ岬町と和歌山を別の特別委員会で考えたらどうやということ

があって、二つに分かれてやったのが途中から第二阪和国道延伸協議会と深日和

歌山第二阪和延伸圏この２頭立てでいって工事が進み始めたという経過から見ま

すと、やはり議会主導というのは、すごいなというふうに思っています。 

ですから、いいとか悪いは別として中身の議論は議会でやってもらったらいい

んですけれども、取りあえず近隣の市町と歩調を合わせていくにはやはり議会が

旗振りをしていただいて、我々事務方として、事務処理を各市町で連携を取って

いく。そういう方法をやらないと、直轄負担金が難しいのかなと。そういった議

会はどう思っているのか、行政はどう思っているのかというようなことでは大阪

府はなかなか難しいのかな。やっぱり議会と行政が一緒になってやっているんだ

ということを見せるのが一番、国に対してでもいいのではないかなというふうに

私は今までずっと３０何年間それをそう感じてきておりますので、できたら私個

人としたら行政は議会の後押しをしてやっていく。そういった方法が一番、国へ

の陳情、大阪府への陳情は確かなものになっていくんではないかなと。それはあ

くまで超党派でやっていくということが原則かなというふうに思ってますけれど

大体過去の経過からいくと、そうやって２頭立てでやることについて私は初めは

こんなことできるんかなって思ったんですけれども、やっぱりそういったことが

できて深日和歌山線がやっぱり進みだしたというのは、今日の暫定２車線の完成

の結果かなというふうに思ってます。これは出口委員、奥野委員、よくご存じだ

と思います。その辺までしか私は存じません。行政としては行政主導でやれって

言われたらやれんことはないんですけれども、ただ、和歌山市と阪南市が同一歩

調を取っていただけるかどうか。特に和歌山市は大体議会主導で全てのことが動

いているところがありますので、そういったところの連携がとれるかどうかとい
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うのは、その辺はまた議会で調整していただいたらいいのかなというふうに思い

ます。 

道工委員長 ありがとうございました。行政は行政の思い、我々議会としてはこれからど

うしていくかということも、各委員からもご意見いただきました。私はもうこれ

以上で、この事業委員会での今日の審議では、この辺で採決させていただいてペ

ケか丸かだけ決めさせてほしいなというふうに思っています。そんな形で採決さ

せていただいてよろしゅうございますか。 

出口副委員長。 

出口副委員長 私、今、各議員の意見も聞かせていただいて、実は私も３年前から、国会、

府の方へ陳情に上がりました。ところが２０年前の意気込みと詳細の内容もやは

り議員からの指摘があったように、内容の濃い陳情はできてなかったと私は思い

ます。私の感覚ですよ。だから、まだ皆さんがおっしゃるように、今日は採決を

取るのではなくしてね、再度継続審議でもう少しこの事業委員会を臨時でもよろ

しいからねこの件に関して再度、会議を持っていただいてね、それからでも遅く

はないと思うんで、今日の段階でやったら疑問点が非常に多い中で、逆に議会が

混乱してくると思いますので、再度継続審議でも私はいいではないかなと思うん

ですけれども私の意見です。 

道工委員長 副委員長からそういうご意見も出ました。どうさてもらいましょうか。もう

少しご相談しましょうか。それでよろしいですか。時期的なものがありますから。 

竹原委員。 

竹原委員 時期的なものというのは、７月に予定しています二市一町の会議のことかなと

思っております。そこでしっかりと取り組むのは形がどうであれ取り組みたいと

は思っております。今後、陳情活動に行くのは１０月末なので、９月にまた議会

はございますから、それまでの準備というのもできるのかなとは思うところであ

ります。７月のときにはその立場でしっかりと進めてさせていただこうとは思っ

ております。 

道工委員長 松尾委員。 

松尾委員 その時期的なことで７月１９日がもう目前に迫っているわけです。委員長が心

配されているのは特別委員会をつくってやったほうがいいかなというふうな方向

で今お話をされておりますけれども、先ほど連絡協議会の会長の竹原委員がおっ
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しゃっている必要性がそうだからということなんですけれども、７月１９日に向

けて、会長として何をどう動かれるのかというのが一番大事だと思うんです。ど

うされるのか、どうしていくのかというのも聞かないとそれこそ分からないんで

す。また、同じことにならへんかと思っているんです。４月の事業委員会でも出

た課題が解決できてないのに、こうしていこうという方向性も見えてない中で７

月１９日に臨まれるわけではないですか。また同じ結果が見えているような気が

して仕方ないんです。だからここでもし特別委員会を持ち越してまた議論すると

したら、今、何をすべきかというのをここの場でちゃんと議論していったほうが

よくないですか。もし今日は時間がないということであれば、また事業委員会を

開いたらいいんです。熱い思いをみんな持っていると思うんです。前に失敗した

こと、失敗したことを同じ繰り返ししないためにも、やっぱりここでやっていく

べきと違いますか。つくるつくらへんは置いといて、また別にしてここでやって

いきましょうよ。何をしていくべきなのか、誰がどう動くべきなのか、それをは

っきりしましょうよ、そうしたらと私は思いますけれどね。 

道工委員長 いろいろご意見も出ました。いろいろ聞かせていただく中で、もう一度臨時

の事業委員会を開いて、最終を決めさせていただくとこういう形にさせていただ

いてもよろしゅうございますか。 

坂原委員。 

坂原委員 臨時の事業委員会を開催するのは結構ですけれど、臨時の委員会の中身ですけ

れど、特別委員会をつくるつくらへん。それについてもやったらいいと思います

と同時に、その事業化を進めるためにどないしていったらいいのかというそっち

の議論も必要だと思うんです。それもやった上で特別委員会をつくるつくらへん、

その議論をするのはいいと思います。 

道工委員長 それを松尾委員が言っていただいていますので、その辺をまたいろいろ聞か

せていただいて、ある程度のたたき台をつくって審議するということにさせてい

ただきたいと思いますが、以上でよろしゅうございますか。 

竹原委員。 

竹原委員 今までの議論の中で松尾委員が言うように、それぞれの方に思いはあると思い

ますが、やはり思いは２車線を４車線にするという共通の思いがあるのかなとい

うふうに思っておりまして、できるだけ活発な協議会というのを目指しておりま



 

 

27 

す。そこに向けていろいろ意見を言っていただきたいので、事業委員会の中でも

その協議会に出るのは私と松尾委員、そして正副委員長ということになっており

ますので、ここにいろいろな意見を言っていただいて、連携協議会に臨みたいな

とは思います。 

また委員長にお願いしたいのは、臨時をするのであれば、協議会の前にやって

もらいたいなと思います。 

道工委員長 それでは、また事業委員会の協議会もございますので、一応、この件につい

てはこれで一応終わらせていただいて、次回にまた適当な日程を組ませていただ

いてやらせていただくと。それまでにいろいろなご意見をまた聞かせていただく

中で土台づくりをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

そのほか本委員会所管の事項で何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

道工委員長 松尾委員。 

松尾委員 まず、ちょっとお伺いしたいんですけれども、タウンミーティングのときの青

葉台みさき台で言われた方で、みさき公園駅の下の山側の歩道。これは事業委員

会にかかるところだと思うんですけれど、トンネルの中にハトが住み着いている

という件で電話も数回して、はがきも送っているけれど対処してくれていないと

言われていた住民さんがいらっしゃったと思うんですけれど、これはもう解決さ

れたのか。どうかをお聞かせいただきたいなと思います。 

道工委員長 小坂理事。 

小坂都市整備部理事 都市整備部の小坂です。 

松尾委員のご質問にお答えいたします。 

みさき公園の南海の高架下です。府道ですよね。そちらの件につきまして確認

したところ、南海電鉄の管理になるみたいです。鳩が上のほうにいてるんですけ

れども、以前にも南海にも言っていたんですけれども、対応ができていないよう

で、南海には住民からこういうハトからのふん害の要望が来ているということで

お伝えしております。まだどう対応するかというご返事はいただけていない状況

になります。また分かりましたらご連絡させてもらいます。 

道工委員長 松尾委員。 
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松尾委員 その方がしつこく言うのは、やっぱりどうなっているかに対してのアクション

を求められていると思うんです。だから、南海に伝えているということだけでも

多分やってくれているという思いが伝わると思うので、私はあのとき出席させて

いただいて、言われている方のその奥に感じておられる感情というのが多分ある

と思うので、そこは前にもお伝えしたように、報連相というか、しっかりとその

対応された状況をお伝えいただいたほうがいいかなと思いますので、引き続きお

願いしたいなと思います。 

あともう１件ですけれど、これは孝子のタウンミーティングで出た話ですけれ

ど、みさき公園にかかる話なのでちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど、

公民館・図書館の件で話が出たと思うんです。住民はみさき公園の中に公民館・

図書館というふうにつくらないのかみたいなことで質問された方がいらっしゃっ

て、町長はそのときに都市公園計画を考えたら無理だろうというふうな回答はさ

れたと思うんです。これは結局我々議会としても、公民館・図書館等整備検討委

員会をつくり、私は委員ではないですけれど、委員会で広聴会も開かれて、そこ

でも多数の住民の方々がやっぱりみさき公園にあったほうがいいよねという意見

というのが出たので、行政に伝えたと思いますし、いろんな方の話に出ている公

民館・図書館はやっぱりみさき公園のほうがいいよねという意見がある中で、町

長も確かそういった話をアークル、町長ではないな吉田理事でしたか。そういっ

た意見、副町長もだったかな。そういった意見があるというのをアークルに伝え

ていくようなことはおっしゃっていたような気がするんですけれども、言ってな

いですか。今後されていくのかどうかというのをお聞きしたいというのと、今後

もされないおつもりかどうかというのをお聞かせいただきたいなと思います。 

道工委員長 吉田理事。 

吉田都市整備部理事 都整備部の吉田です。ただいまのご質問ですけれども、みさき公園

の公園地内に図書館・公民館を設置する考え方についてのご質問であろうかと思

います。 

タウンミーティングそういったご意見も出てたのは認識しております。実際に、

みさき公園の事業は、ＰＦＩ事業で独立採算型事業者から提案を受けて実施する

という流れになってまして、今もう既に公園計画が固まっておりまして、計画に

基づいて進めていただく内容となっております。 
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公民館・図書館は教育委員会で検討されていると思うんですけれども、令和６

年度には基本構想が終わって基本計画を立ち上げる段階だと聞いておりまして、

その中で候補地、規模等も未確定の状況であるというふうにお聞きしているよう

に思っております。 

タウンミーティングで住民からそちらのほうがいいというご意見というのはあ

るのは承知しておりますけれども、現段階ではそういう正式な打診も受けており

ませんし、私どもみさき公園を担当している部署としましては、今の計画どおり

進めていただくという考えでいてます。 

道工委員長 松尾委員。 

松尾委員 ほかの議員からもこの話が出たと思うんですけれど、結局時期が大事と違うか

なと私はすごく思っているんです。基本計画をなされる今だからこそ、例えば、

そんな意見があったということであれば、みさき公園のＰＦＩ事業者であるアー

クルとも協議をすることぐらいはできるのではないかなと思ったりするんです。

この時期を逃せば、もう全部決まっちゃって、もうそんなん言えるどころではな

いよというのはもう目に見えている中で、もう今しかできないのではないかなと

私は思うんです。そんな中で協議ももちろんＰＦＩ事業者なので、事業者が何も

かも自分たちの計画のもとでやっていくのは理解しているんですけれども、一定、

こういったお話があるということ、あと住民がそういうふうに思っているという

ことを伝えて、その上で町としての提案もできると思うんです。事業者が勝手に

することだけではなくて、上からのその提案として、例えば、これも協同ですよ

ね。それこそ制度もそうですけれど、こうしたらどうかという提案もできると思

うんですけれども、そんな考えも今のところない感じですか。 

道工委員長 吉田理事。 

吉田都市整備部理事 整備部の吉田です。その議論をする段階ではないのかなというふう

に思ってまして、教育委員会で候補地や規模か決まってこないと、その議論は今

の段階ではできないのかなと思ってます。 

道工委員長 谷﨑委員、あるんですか。 

谷﨑委員 後の協議会のほうというか、ちょっと伺いたいんです。淡輪のときめきビーチ

の利用について、金めの話があるんですけれど、例えば、潮干狩りとか海水浴の

補助とか、そういう関係はどこで。その他というか、協議会でよろしいですか。 
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道工委員長 ここの委員会だけれども、協議会でやったらいいか、ここでいいかという話

をしているんだね。 

ここでやってもらっていいですよ。できるだけ端的にお願いします。 

谷﨑委員 阪南市は今回、潮干狩りを役所の主導で漁協が組まずにやったんですが今年は。

というのは非常に予算的にも漁協があわないということで、漁業組合は手伝わず

に、阪南市が雇った人でやったと。今度、岬のほうで実施しなかったんですが潮

干狩りというのは。海水浴場となると大体漁協組合の警戒線で１８０万から２０

０万円負担があると、あるいは、オイルフェンスの張替えの負担とか、あるいは

ライフセーバーの負担、これも２００万円ではないけれど１５０万円以上あるみ

たいです。４００万円以上あると。その収入は１,３００円の駐車場料金で賄っ

ていますけれども、昨年、要望したように最終的に１２月、１月になってからか、

２００万円の補助金が町から出ていると、赤字に対する４００万円か４５０万円

の赤字に対して、でも漁協ではこれ以上やっていけないよと。今年は何とかやる

かもしれないけれども、ただやった場合、駐車場収入が１台当たり１,３００円

なんですが、阪南市の動きがもう聞いておられるか分からないんですけれども、

もし、阪南市のほうで、駐車場代が５００円のままの設定があった場合はほとん

ど向こうに流れてしまうんではないかと、収入がなくなってしまうんではないか

とそういう問題もあると。それはどういう調整か。連続の海浜なんですけれども、

毎年どういう調整を町でされているかを聞きたいのと、もし赤字が出た場合の対

策とか、去年も非常に２００万円の補助が遅かったというあれもありますので、

ちょっとそういう阪南市との協議とか、今後の漁協組合との調整を聞きたいと思

います。 

道工委員長 新保副理事。 

新保都市整備部副理事 産業観光促進課の新保でございます。谷﨑委員のご質問にお答え

いたします。 

只今のご質問ですけれども、２点あったかと思いまして、まず一点目が、阪南

市の海水浴場の状況を踏まえて、町としてどうしていくかという部分があっと思

うのですが、今年度につきましては、阪南市側の海水浴場については、開設しな

いということで、私どもも、聞いております。 

それで、これにつきましては、本町と阪南市、あと、大阪府の岸和田土木事務
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所と指定管理者の方で海水浴場の開設については、毎年協議をしております。そ

の場でも、そういったお話がありまして、駐車場料金をどうしていくのかという

検討を、今現在、進めておるところでございます。それで、来週あたりにかけて、

また、大阪府とも、この件については、協議する予定になっておりまして、その

前には、もちろん、地元の海水浴場管理組合、漁協ですけれども、こちらの意見

も踏まえた上で、町としては、その点協議していきたいと考えております。です

ので、この点については、まだ、どういった形になるかという結論は、出てない

状況になります。 

それと、２点目の補助金のご質問につきましては、昨年、お支払いする時期が

遅くなったという委員のご指摘はあるのですが、本町としては、やはり、その海

水浴場の運営状況を見た上で、どうしていくかというところを検討する必要があ

るのかと考えております。やはり、厳しい財政状況の中で、そこにどれだけお金

を投入できるかということは、議論が必要なところとなってまいりますので、そ

ういったところも踏まえながら、淡輪漁協組合とは、十分協議して、今年につい

ても、また、検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

道工委員長 谷﨑委員。 

谷﨑委員 阪南市も、一旦、下荘漁協で役員が変わっていますので、今年は、海水浴を実

施しないと理事会決定して、市長の要請で再度理事会を開いていただいたけれど

も、補助金先に金を出すという話をしても、やはり実施できないと。漁業をする

ほうが報酬が大きいのです。１日３万円もらうよりも。そういう状況もあるので、

あと、駐車場収入だけではやっていけない可能性が出てくることもあるので補助

金問題というか、先銭、追銭、そういうことを考えないと、観光としてだけ、海

水浴場だけ、だったら、岬町は、何も儲けにならないのですが、だから、運営の

仕方とかも、もっと、考えていくべきところが多いと思いますので、よろしくご

協議を、お願いしたいと思います。 

道工委員長 時間も、もうきていますので、申し訳ないのですが端的に。 

松尾委員。 

松尾委員 明快です。私、この所管の委員会に関わることで、資料請求２件やっているの

ですけれど、もう、期限が、もう、とうに過ぎていて、連絡は、貰っているので
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すけれど、いつ、いただけるのかなということを聞かせてください。 

道工委員長 新保副理事。 

新保都市整備部副理事 産業観光促進課の新保でございます。松尾委員のご質問にお答え

します。 

こちらにつきましては、ちょっと、お時間がかかって恐縮なのですけれども、

本日、お渡しできるように準備しておりますので、また、お渡しさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

道工委員長 それでは、その他につきましては、この程度で終了させていただきます。 

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行い

ますので、委員の皆さん方につきましてはご協力をよろしくお願いいたします。 

これで事業委員会を閉会いたします。 

 

（午後１１時４０分 閉会） 
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  以上の記録が本町議会第２回定例会付託委員会の会議のてんまつに相違ないことを記

するため、ここに署名する。 

                             令和６年６月１１日 

 

 

     

    岬町議会 

 

        委  員  長   道 工 晴 久 

 


